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(57)【要約】
【課題】本発明は、操作対象を遠隔操作するリモコン装
置の操作性を向上させ、電池寿命を延ばすリモコン装置
を提供する。
【解決手段】本発明に係るリモコン装置は、リモコン本
体に送信角度を異ならせて配設され、操作対象にリモコ
ン信号を送信する複数の送信部４，５，６と、リモコン
本体の角度を検出する角度検出部７と、角度検出部７か
ら検出された角度により複数の送信部４，５，６のいず
れの送信部からリモコン信号を送信するかを選択する制
御部２とを備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リモコン本体の角度を検出する角度検出部と、
　前記リモコン本体に送信角度を異ならせて配設され、操作対象にリモコン信号を送信す
る複数の送信部と、
　前記角度検出部から検出された角度により前記複数の送信部のいずれの送信部から前記
リモコン信号を送信するかを選択する制御部とを備える、
リモコン装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のリモコン装置であって、
　前記複数の送信部の選択状態を表示する表示部をさらに備えることを特徴とする、
リモコン装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載のリモコン装置であって、
　前記制御部は、所定の前記操作対象への前記リモコン本体の角度を記憶し、前記記憶さ
れた角度に基づいて、前記複数の送信部の選択を行うことを特徴とする、
リモコン装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気製品などを遠隔操作する赤外線等を用いたリモコン装置の操作性の改善
及び省エネルギーに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の家庭電気製品等を遠隔操作する赤外線リモコンは、その送信信号の到達距離を確
保するため、信号を送信する送信部の赤外線発光素子にレンズの形状を与えることにより
送信信号の放射に指向性を持たせていた。
【０００３】
　そのため、リモコンの送信部が操作対象の受信部にある程度正確向けられていないと、
リモコンの操作が操作対象の動作に反映されない事が発生し、リモコンの効きが悪いとい
った操作性の低下が生じる場合があった。
【０００４】
　この改善策として、特許文献１には、リモコンの送信信号の指向性を拡げるように、送
信方向の異なる複数の送信部（発光素子）を備えることにより、操作性を高めるリモコン
送信器が開示されている。
【０００５】
　又、特許文献２には、リモコンと操作対象との位置関係が設置後に固定となるような用
途の場合に、設置時の初期設定によって、複数の送信部の中からいずれか一つを選択して
使用するようにすることにより、電池寿命の課題を改善するリモコンシステムが開示され
ている。
【０００６】
　又、特許文献３に記載の発明は、手持ちで使用するリモコンの電池寿命を延ばすため、
非操作時のリモコンの表示部をＯＦＦにするとともに、操作／非操作時の判別にリモコン
の角度の変化を利用している。更に特許文献３には、互いに反対方向に取り付けた送信部
のいずれから送信するかについては、角度検出により最も高い位置の送信部を選ぶという
ことにより、操作性を高める遠隔制御装置が開示されている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－９５２８３号公報
【特許文献２】特開２００４－１２８５６９号公報
【特許文献３】特開２０００－２４９３８８号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載されたリモコン送信器では、送信方向の指向性を拡げ
るために送信部（発光素子）の数を単純に増やせば、リモコンの消費電力が増大する。例
えば、操作範囲の角度を約３倍に拡大するために送信部（発光素子）の数を３倍に増やせ
ば、リモコンの消費電力は約３倍になり、リモコンの電池寿命は約１／３に短縮されてし
まう。例えば、操作対象が照明器具等のように１日のリモコン操作の回数が少ない機器の
場合、電池の寿命もさほど問題にならない可能性がある。これに対して、操作対象がテレ
ビ等のように１日のリモコン操作の回数が多い機器の場合、リモコンの電池寿命の短縮が
重要な課題であった。
【０００９】
　又、特許文献２に記載されたリモコンシステムでは、テレビのようにリモコンの使用位
置が固定でない場合には適用できないという課題があった。
【００１０】
　又、特許文献３に記載された遠隔制御装置では、角度検出を用いた送信部の選択は、リ
モコンの外形を前後対称形状とすることにより、操作者がリモコンを持つ方向を意識しな
くて済むために成された操作性の発明であって、リモコンの指向性についての操作性を向
上するものではない。
【００１１】
　本発明はこのような問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、リモコ
ン送信部の向きを操作対象の受信部に正確に向けることを意識することなく快適にリモコ
ン操作を行えリモコンの操作性を向上させること、及びリモコンの電池寿命を延ばす省エ
ネルギーのリモコン装置を得ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この発明の主題に係るリモコン装置は、リモコン本体の角度を検出する角度検出部と、
リモコン本体に送信角度を異ならせて配設され、操作対象にリモコン信号を送信する複数
の送信部と、角度検出部から検出された角度により複数の送信部のいずれの送信部からリ
モコン信号を送信するかを選択する制御部とを備える。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、検出された角度により送信角度の異なる複数の送信部のいずれの送信
部から操作対象にリモコン信号を送信するので、リモコン送信部の向きを操作対象の受信
部に正確に向けることを意識することなく快適にリモコン操作を行えリモコンの操作性を
向上させることができる。又、リモコンの電池寿命が短縮されない省エネルギーのリモコ
ン装置を得ることができる。ゆえに、長期使用が可能になり、エネルギー消費量の削減に
もつながる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　実施の形態１．
　本実施の形態では、操作対象（例えばテレビ）と操作者が日常的に存在する位置とがほ
ぼ水平な位置関係に在ると仮定した場合について説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の実施の形態１に係るリモコン装置の構成図である。リモコン装置は、
リモコン本体のボタン等の操作入力を電気信号に変換する操作入力部１、操作入力部１で
変換された電気信号からリモコン信号である赤外線リモコン・コード信号に変換し、例え
ば重力センサよりなる角度検出部７から検出されたリモコン本体の角度により複数の送信
部４，５，６のいずれの送信部からリモコン・コード信号を送信するかを選択する制御部
２、制御部２により選択された送信部を駆動する発光駆動部３、リモコン本体の前方上方
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向に配置された上方送信部４、リモコン本体の前方中方向に配置された中央送信部５、及
びリモコン本体の前方下方向に配置された下方送信部６で構成されている。送信部４，５
，６はリモコン・コード信号をリモコン本体の長手方向に対し、前方上方向、前方中方向
、前方下方向にそれぞれ送信する発光素子を備えている。
【００１６】
　次に、動作について説明する。リモコン本体の各操作ボタンには、操作対象に対する機
能操作が割当てられており、操作者がリモコン本体のボタン押下等の操作をする。すると
、操作入力部１がいずれの操作がされたかを示す電気信号に変換して制御部２に通知され
る。
【００１７】
　制御部２は、操作入力部１からの操作に対応する電気信号に応じて、リモコン・コード
信号を発光駆動部３に送る。その際に、制御部２は、複数の送信部４，５，６のいずれの
送信部を駆動させるかを選択して発光駆動部３に指示を行う。つまり、制御部２は、角度
検出部７から検出されたリモコン本体の角度に基づいて、複数の送信部４，５，６のいず
れの送信部を駆動させるかを選択し、その選択された送信部を駆動するためにリモコン・
コード信号を発光駆動部３に送る。
【００１８】
　そして、制御部２が角度検出部７から検出されたリモコン本体の角度に基づいて、上方
送信部４を駆動させると選択した場合、制御部２からの指示に従い発光駆動部３は上方送
信部４からリモコン・コード信号が送信されるように送信部を駆動する。同様に、中央送
信部５が駆動された場合、中央送信部５からリモコン・コード信号が送信される。又、下
方送信部６が駆動された場合、下方送信部６からリモコン・コード信号が送信される。
【００１９】
　図２は、角度検出部７で検出されるリモコン本体の角度と、駆動される複数の送信部４
，５，６との動作関係の一例を示す説明図である。図２（a）は、リモコン本体の送信部
がある前方が地面に対しほぼ水平に近い角度にある。この場合は、操作対象に対して、リ
モコン・コード信号を送信するのに最適な方向に向いた送信部は、中央送信部５である。
つまり、角度検出部７に於いて、リモコン本体の角度が水平に近いことを検出すると、結
果的に中央送信部５からリモコン・コード信号を送信し、上方送信部４及び下方送信部６
からはリモコン・コード信号は送信しない。
【００２０】
　一方、図２（b）は、リモコン本体の送信部がある前方が（a）に比べて上に向けられて
いる。この場合は、操作対象に対して、リモコン・コード信号を送信するのに最適な方向
に向いた送信部は、下方送信部６である。つまり、角度検出部７に於いて、リモコン本体
の角度が上方に向いていることを検出すると、結果的に下方送信部６からリモコン・コー
ド信号を送信し、上方送信部４及び中央送信部５からはリモコン・コード信号は送信しな
い。
【００２１】
　図３～図５は、角度検出部７で検出されるリモコン本体の角度により駆動される複数の
送信部４，５，６を判定する例の説明図である。より詳しくは、図３はリモコン本体の垂
直方向を縦軸にとった角度が＋９０度（垂直上向き）から０度（水平）を経て－９０度（
垂直下向き）までの間を三段階（Ａ，Ｂ，Ｃ）に分けて判定する例を示している。又、図
４及び図５は、この時のリモコン本体の角度に対する上方送信部４、中央送信部５及び下
方送信部６の送信信号レベルの対応例を示している。
【００２２】
　図４は、リモコン本体の角度が「Ａ」の領域では下方送信部６（破線表示）のみからリ
モコン・コード信号を送信し、リモコン本体の角度が「Ｂ」の領域では中央送信部５（実
線表示）のみからリモコン・コード信号を送信し、リモコン本体の角度が「Ｃ」の領域で
は上方送信部４（一点鎖線表示）のみからリモコン・コード信号を送信する例を示してい
る。
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【００２３】
　図５は、図４のように角度「Ａ」と「Ｂ」の境界、及び、角度「Ｂ」と「Ｃ」の境界等
で、急に送信部が切り換わるのではなく、境界付近の角度では複数の送信部が送信する領
域を設け、角度に対する送信出力の移行も連続的に変化するような特性を与える例を示し
ている。
【００２４】
　以上のように、本実施の形態では、送信部の角度を三方向で制御する例を示した。しか
しながら、本発明では、二方向以上の角度による切り換えであれば、何方向であっても適
用可能であるため、制御のきめ細かさ及び実現コスト等のトレードオフから最適な構成を
採用すれば良い。
【００２５】
　実施の形態２．
　本発明は、複数の送信部の中からリモコン本体の角度により、選択的に送信動作をさせ
るものであるが、赤外線等のリモコン本体の送信信号自体は視認することができない。そ
のため、制御部２により適切な送信部が選択されて動作しているのか、操作者が確認する
ことは難しい。
【００２６】
　特に、角度検出部７には、重力方向を認識する物理的な機構を用いることが考えられる
。万一その物理的な機構が故障した場合には、リモコン角度の誤検出、その誤検出に起因
する制御の誤動作、及び不適切な方向の送信部の選択等が発生する可能性もある。
【００２７】
　この課題に対して、本実施の形態では、図６に示す様にリモコン本体に表示部８を備え
、且つ、リモコン本体の角度による送信部の選択状態を表示する。その表示部８の表示内
容により操作者が確認可能とする例を示すものである。
【００２８】
　複数の送信部４，５，６の選択状態の具体的な表示例を図７に示す。図７に於いて、表
示部８の表示内容の中で送信部の選択状態がリモコン送信角度表示領域９の矢印（選択さ
れている方向が視認可能に表示される）で示されている。
【００２９】
　このリモコン送信角度表示領域９の表示は、リモコン本体のボタンを押下した時だけ表
示するのでも良いし、又は、ボタン押下にかかわらず常にリモコン角度を反映しながら表
示するのでも良い。但し、電池消耗節約の観点からは、前者の方がより好ましい。又、図
７は表示方法の一例を示したものであり、これに限るものではない。
【００３０】
　本発明におけるリモコン装置は、複数の送信部４，５，６の選択状態を表示する表示部
をさらに備えることにより、操作者のリモコン本体の操作に対して、制御部２の選択した
送信部が適切な方向の送信部であるかを、操作者が視認で確認可能という効果がある。
【００３１】
　実施の形態３．
　上述した様に、実施の形態１では、例えば図１０に示す位置関係のように、操作対象（
例えば、テレビ）と操作者が日常的に存在する位置とがほぼ水平な位置関係に在ると仮定
して説明を行った。
【００３２】
　しかし、例えば図１１に示す位置関係のように、操作対象と操作者が日常的に存在する
位置とが水平から大きく異なる場合も考えられる。このような場合でも、本発明を適用可
能とするため、リモコン本体の設定操作により操作対象へのリモコン角度をリモコン本体
に登録する方法が考えられる。
【００３３】
　図８は、操作対象へのリモコン本体の角度をリモコン本体に登録する簡易な方法の一例
を示すフローチャートである。
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　先ず、操作者は、リモコン本体の方向（中央送信部の向いた角度）をリモコン操作位置
から操作対象へなるべく正確に向ける。そして、操作者は、その向けた状態でリモコン本
体に、その時のリモコン本体の角度を記憶させるための登録ボタンを押す。尚、登録ボタ
ンは専用のボタンであっても良いし、又は、ボタン数を節約するために他の複数のボタン
の同時押し等によって識別しても良い。
【００３５】
　操作入力部１が登録ボタンの操作を検出すると、制御部２はその瞬間の角度検出部７の
角度情報を内部に記憶する。そして、操作対象の角度登録を行なった以降、制御部２はそ
の登録した角度を基準に送信部の選択を行うことになる。
【００３６】
　図９は、操作対象が約＋４５度付近で登録された場合の状態を示しており、図３と対比
して、Ａ～Ｃの判定境界位置が変わることを表している。
【００３７】
　本発明におけるリモコン装置は、制御部２に所定の操作対象へのリモコン本体の角度を
記憶し、記憶された角度に基づいて、複数の送信部４，５，６の選択を行うようにしたの
で、操作対象が水平方向にある場合だけではなく、任意の方向にある場合に於いても適用
可能となる効果がある。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明の活用例として、リモコンで遠隔操作する各種機器、その中でも特に、操作性、
省エネルギー等の要求の高いリモコンで遠隔操作を行う各種機器に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の実施の形態１に係るリモコン装置の構成図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る送信部の動作関係を示す説明図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る制御部の動作を示す説明図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る送信部の出力例を示す説明図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る送信部の他の出力例を示す説明図である。
【図６】本発明の実施の形態２に係るリモコン装置の構成図である。
【図７】本発明の実施の形態２に係る表示例を示す説明図である。
【図８】本発明の実施の形態３に係る動作を示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施の形態３に係る制御部の動作を示す説明図である。
【図１０】本発明の実施の形態１に係るリモコン本体と操作対象との位置関係を示す説明
図である。
【図１１】本発明の実施の形態３に係るリモコン本体と操作対象との位置関係を示す説明
図である。
【符号の説明】
【００４０】
　２　制御部、４　上方送信部、５　中央送信部、６　下方送信部、７　角度検出部、８
　表示部。
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